
防医総総第５７号 

６０． ２． ７ 

 事 務 局 長 

 医学教育部長 

 病 院 長 

 教 務 部 長 殿 

 学 生 部 長 

 図 書 館 長 

 高等看護学院長 

 

                          防衛医科大学校長 

 

防衛医科大学校における勤務時間管理員の指定及び 

職務並びに出勤簿等の取扱いについて（通達） 
 

                      改正 昭和62年 6月20日 平成16年 3月31日 

                         平成元年 5月29日 平成23年12月27日 

                         平成 4年 4月24日 平成24年 4月 6日 

                         平成 4年 5月 1日 平成24年10月30日 

                         平成 5年 4月 1日 平成25年 5月16日 

                         平成 6年 4月26日 平成26年 4月 1日 

                         平成 6年 8月31日 平成28年 3月31日 

                         平成 7年 3月31日 平成29年 5月25日 

                         平成 8年 4月12日 令和 3年 3月30日 

                         平成 8年10月 1日 令和 5年 6月30日 

                         平成14年 4月 1日  

                       

標記について、下記のとおり定めたので通達する。 

 

記 

 

１ 趣旨 

この通達は、防衛医科大学校（以下「大学校」という。）における勤務時間管理員

（人事院規則９－５（給与簿）第３条に規定する勤務時間管理員及び防衛省職員給与

簿等規則（昭和30年防衛庁訓令第12号）第５条に規定する勤務状況管理者の事務を行

う者をいう。以下同じ。）の指定及び職務並びに出勤簿等の取扱いについて、必要な

事項を定めるものとする。 

２ 勤務時間管理員の指定 

大学校における勤務時間管理員は、別表の右欄に掲げる者について、それぞれ左欄



に掲げる者とする。 

なお、勤務時間管理員が所属する課等の長（課長、主任訓練教官、図書館事務長及

び防衛医学研究センター長並びに中央診療施設として置かれる部及び室の長をいう。

以下同じ。）は、必要に応じ勤務時間管理員の職務の補助者を置くことができる。 

３ 勤務時間管理員の職務 

  勤務時間管理員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。 

(１) 出勤簿の整理及び保管に関すること。 

(２) 管理職員特別勤務実績簿、管理職員特別勤務手当整理簿、超過勤務等命令簿及

び特殊勤務手当実績整理簿の作成及び保管に関すること。 

(３) 諸手当計算書の作成に関すること。 

(４) 勤務時間報告書（人事院規則９－５（給与簿）第２条に規定する勤務時間報告

書及び防衛省職員給与簿等規則（昭和30年防衛庁訓令第12号）第４条に規定する

勤務状況通知書をいう。以下同じ。）及び非常勤職員勤務時間（日数）報告書の

作成及び送付に関すること。 

(５) その他勤務時間の手続に関すること。 

４ 出勤簿 

(１) 職員（医学科学生及び看護学科学生を除く。以下同じ。）は出勤した際、出勤

簿に自ら記載しなければならない。 

(２) 勤務時間管理員は、職員の年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、欠勤、

出張及びその他必要な事項をその都度出勤簿に記載するものとする。 

(３) 出勤簿の様式は、別記様式第１のとおりとする。 

５ 管理職員特別勤務実績簿 

 (１) 職員のうち管理職特別勤務手当の支給を受ける者（指定職俸給表の適用を受け

る者及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令（昭和27年政令第368号）第11

条の２に規定する者をいう。（以下「特定管理職員等」という。）は、管理職員

特別勤務（防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和27年法律第266号）第14条第

２項に準用する一般職の職員の給与等に関する法律（昭和25年法律第95号）第19

条の３第１項の規定による勤務）を行った場合は、その都度、勤務時間管理員に

管理職員特別勤務実績簿（別記様式第２）を記録させるものとする。 

 (２) 勤務時間管理員は、前号の規定に基づき記録された管理職員特別勤務実績簿に

特定管理職員等の職務上の上級者の確認を受けるものとする。ただし、当該特定

管理職員等が学校長の場合は、確認を省略するものとする。 

 (３) 勤務時間管理員は、各給与期間（防衛省職員給与簿等規則（昭和30年防衛庁訓

令第12号）第４条に規定する給与期間をいう。以下同じ。）終了後、管理職員特

別勤務実績簿に基づき、特定管理職員等ごとに管理職員特別手当整理簿（別記様

式第３）に記載するものとする。 

６ 超過勤務等命令簿 



(１) 勤務時間管理員は、職員のうち事務官等（防衛省の職員の給与等に関する法律

（昭和27年法律第266号）第４条第１項に規定するものをいう。以下同じ。）が、

超過勤務、休日勤務又は夜間勤務を命ぜられた場合には、超過勤務等命令簿に所

要事項を記載するものとする。 

(２) 超過勤務等命令簿の様式は、別記様式第４のとおりとする。 

７ 特殊勤務手当実績整理簿 

 (１) 勤務時間管理員は、事務官等が特殊勤務を命ぜられた場合には、特殊勤務手当

実績整理簿に所要事項を記載するものとする。 

 (２) 特殊勤務手当実績整理簿の様式は、別記様式第５のとおりとする。 

８ 諸手当計算書 

 (１) 勤務時間管理員は、管理職員特別勤務手当整理簿、超過勤務等命令簿及び特殊

勤務手当実績整理簿に基づき、給与期間ごとに諸手当計算書を作成するものとす

る。 

 (２) 諸手当計算書の様式は、別記様式第６のとおりとする。 

９ 勤務時間報告書及び非常勤隊員勤務時間（日数）報告書 

 (１) 勤務時間管理員は、所属する職員について給与期間ごとに勤務時間報告書（看

護学科技官候補看護学生及び非常勤隊員（再任用短時間勤務隊員等（自衛隊法施

行規則（昭和２９年総理府令第４０号）第４４条第２項に規定する「再任用短時

間勤務隊員等」をいう。）を除く。）については、非常勤隊員勤務時間（日数）

報告書）を作成し、課等の長の証明を得て、事務局総務部経理課給与係長に送付

するものとする。 

 (２) 勤務時間報告書及び非常勤隊員勤務時間（日数）報告書の様式は、それぞれ別

記様式第７及び別記様式第８のとおりとする。 

 (３) 勤務時間報告書には、諸手当計算書を添付するものとする。 

   附 則 

 この通達は、平成４年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この通達は、平成４年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この通達は、平成５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この通達は、平成６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この通達は、平成６年９月１日から施行する。 

   附 則 

 この通達は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則 



 この通達は、平成８年４月１４日から施行する。 

   附 則 

 この通達は、平成８年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この通達は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この通達は、平成１６年３月３１日から施行する。 

   附 則 

 この通達は、平成２３年１２月２７日から施行する。                                    

附 則 

 この通達は、平成２４年４月６日から施行する。 

附 則 

１ この通達は、平成２４年１１月１日から施行する。 

２ この通達の施行の際、現に存する改正前の別記様式第１による用紙は、当分の間、 

これを使用することができる。 

   附 則 

 この通達は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この通達は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この通達は、平成２９年５月２５日から施行する。 

附 則 

 この通達は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この通達は、令和５年７月１日から施行する。 

 

 

 



別 表 

 

区     分 勤務時間管理員 

学校長 

事務局総務部総務課総務係長 
副校長 

事務局総務部 

部長 

総務課 

主任会計監査官 事務局総務部会計監査官 

経理課 事務局総務部経理課用度第１係長 

厚生課 
事務局総務部厚生課厚生第１係長 

保健管理室 

事務局企画部 

部長 
事務局企画部主計課総務係長 

主計課 

企画課 事務局企画部企画課企画係長 

管理施設課 事務局企画部管理施設課管財係長 

情報システム課 
事務局企画部情報システム課情報

保証専門官 

医学教育研修

センター 

センター長 

医学教育研修センター事務部総務

係長 

医学教育開発官 

教育評価部門 

教育改革・計画部門 

事務部（入学試験室を除く。） 

研修管理室 
医学教育研修センター研修管理室

総務係長 

入学試験室 
医学教育研修センター事務部入学

試験室医学科入学試験係長 

学生部 

部長 
学生部学生課学生係長 

学生課 

主任訓練教官 
学生部主任訓練教官が別に指名す

る者 

学生 

医学科 

看護学科（自衛官候補） 

看護学科（技官候補） 学生部学生課看護学科学生係長 

図書館 
館長 

図書館事務室企画係長 
事務室 



医学教育部に属する職員 

（医学研究科学生及び研修医官を除く。） 

医学教育研修センター事務部総務

係長 

医学研究科学生 
医学教育研修センター事務部総務

係長 

研修医官 
医学教育研修センター研修管理室

総務係長 

病院 

副院長 

病院事務部病院運営課総務係長 

病院事務部 

病院に属する教官 

各診療科 

中央診療施設（検査部、放射線部、

医療情報部、地域医療連携室、薬

剤部及び看護部を除く。） 

検査部 病院検査部技師長 

放射線部 病院放射線部技師長 

医療情報部 病院医療情報部副部長 

地域医療連携室 
病院地域医療連携室主任医療社会

事業専門職 

薬剤部 病院薬剤部副部長 

看護部 
病院看護部副部長のうち看護部長

が別に指名する者 

防衛医学研究センター 
防衛医学研究センター事務部総務

係長 
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る
。

育
児
短
時
間

２
　
育
児
短
時
間
勤
務
の
う
ち
勤
務
し
な
い
日
（
休

勤
務
、

育
児

短
時

間
勤

務
(
勤

務
し

な
い

日
が

な
い

形
態

)
、

　
養
日
等
を
除
く
。
）
が
な
い
形
態
及
び
育
児
時
間

日
単
位
　
　
　
時
間
単
位

時
間
単
位
の
場
合
は
、
上
段
に
　
姓
　
を
、
下
段
に

育
児
時
間

育
児

時
間

　
は
、
出
勤
の
記
載
例
に
よ
り
記
載
し
、
備
考
欄
に

そ
の
時
間
を
付
記
す
る
。

　
育
児
短
時
間
勤
務
又
は
育
児
時
間
の
期
間
及
び
時

　
間
帯
を
記
載
す
る
。

１
日
　
　
　
　
４
時
間

代
日
休
養
（
休
養
日
の
振
替
）
し
た
日
を
記
載
し
、

職
務
専
念
義
務
を
免
除
さ
れ
て
研
究
集
会
に
参
加
し

そ
の
下
部
に
勤
務
し
た
休
養
日
を
付
記
す
る
。

て
い
る
場
合
に
は
、
研
究
集
会
と
記
載
す
る
。

注
：
１
　
姓
は
、
当
該
職
員
の
姓
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
（
旧
姓
使
用
の
申
出
書
を
提
出
し
て
い
る

　
　
　
者
は
、
旧
姓
で
の
記
載
を
可
と
す
る
。
た
だ
し
そ
の
場
合
は
、
備
考
欄
に
旧
姓
使
用
の
旨
を
記
載

　
　
　
し
、
常
に
同
一
の
姓
で
記
載
す
る
こ
と
。
）

日
課
時
限
の
変
更
（
休
養
日
を
通
常
日
課
に
、
平
日

　
　
２
　
記
載
に
あ
た
っ
て
は
、
姓
、
病
気
休
暇
の
記
号
及
び
欠
勤
の
記
号
は
赤
字
で
記
載
し
、
そ
れ
以

を
休
養
日
と
し
た
場
合
）
を
記
載
す
る
。

　
　
　
外
は
黒
字
で
記
載
す
る
。

　
　
３
　
時
間
単
位
の
休
暇
等
１
日
に
２
以
上
の
記
載
事
項
が
重
な
っ
た
場
合
は
、
日
日
の
記
載
欄
の
中

１
　
欠
勤
し
た
日
（
１
日
以
上
）
を
記
載
す
る
。

　
　
　
央
に
横
線
を
引
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
該
当
記
号
を
併
記
す
る
（
年
次
、
病
気
、
特
別
休
暇
の
記
載
例

２
　
１
日
未
満
の
欠
勤
で
、
当
該
日
に
出
勤
（
勤
務
）

　
　
　
欄
参
照
）
。

　
の
事
実
が
あ
っ
た
場
合
は
、
欠
勤
し
た
時
間
を
付

　
　
４
　
各
項
目
に
お
い
て
、
一
の
記
載
事
項
が
１
週
間
を
超
え
る
場
合
は
、
派
遣
、
入
校
、
受
講
、
研

　
記
す
る
。

　
　
　
修
、
休
職
、
育
児
休
業
の
例
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
　
宣
告
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
記
載
す
る
。

２
　
規
律
違
反
の
事
実
調
査
の
た
め
勤
務
を
停
止
さ
れ

　
た
場
合
は
、
「
　
」
で
囲
む
。

停
　
職

職
務
停
止

「
停
」

休
日
の
代
休
日

代 停

代
休
し
た
日
を
記
載
し
、
そ
の
下
部
に
勤
務
し
た
休

日
を
付
記
す
る
。

振
替
休
養

替

欠
　
勤

欠

介
護
休
暇

カ

研
究
集
会

研
究

集
会

代
日
休
養

代

訓
　
練

年
次
休
暇

ネ

病
気
休
暇

ヒ

特
別
休
暇

ト

「
ト
」

育

出
　

勤
　

簿
　

記
　

載
　

要
　

領

出
　
勤

退
　
職

退

免
　
職

免

出
　
張

出

失
　
職

失

死
　
亡

死

姓
姓

姓 出 姓
姓

訓
訓

訓

ネ
姓

ネ
1
H

ヒ
姓

姓
ヒ

1
H

姓
ト

姓
ト

1
H

姓
「

ト
」

「
ト

」
姓

姓

出
出

姓
姓

姓
カ

1
H

姓
カ

姓
代

(
2
/
1
0
)

姓
代

(
2
/
1
0
)

姓
姓

代
(5

/5
)

姓
姓

日
月

火
水

姓
替

姓
姓

姓
姓

姓
停

停

姓
姓

姓
欠

姓

姓
欠 2H

姓
姓

姓

「
停

」
姓

姓
姓

姓

30
31

1
2

3

姓
退

30
31

1
2

3

姓
死 入
校
（
○
○
課
程
）

28
29

30
31

1 姓

1
2

3
4

5

イ
イ

イ
イ

姓

姓
育

姓
育

姓

姓
 育

児
時

間
(7

.1
～

9.
5)

 0
81

5～
10

15

姓
研

究
集

会
研

究
集

会
姓

姓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付
表

 



別
記

様
式
第
２

 

管
 
理

 
職

 
員
 

特
 
別
 

勤
 
務
 

実
 
績
 

簿
 

 
 
年
度
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部
課
等
名
：
 

勤
務

時
間

管
理

員
の

確
認
 

       

備
考

：
職
務
上
の
上
級
者
の
確
認
及

び
勤

務
時
間

員
の
確
認

欄
に

は
、

当
該
者

の
姓
を
記

載
す

る
。
 

職
務

上
の

上
級

者
の

確
認
 

       

勤
務

を
要

し
な

い
日

の
振

替
え

又
は

半
日

勤
務

時
間

の
割

振
り

変
更

が
行

え
な

か
っ

た
理

由
等

 

       

実
 
動

 
 

時
間

数
 

       

休
憩
等

 
 

時
 

間
 

       

開
始
時
刻

 
 

終
了
時
刻

 

       

勤
 

務
 

内
 

容
 

       

俸
給
の
特

別
 

 
調
整
額
区

分
 

       

氏
 

 
 

名
 

       

官
 
職

 

       

勤
務

年
月

日
 

       

 



別記様式第３ 

 

管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 整 理 簿 

 

  年度 
 

部課等名  階級（級）  

官  職  

氏  名 

 

俸給の特別調整額の区分     種   ％ 

勤務年月 
勤 務 回 数 

管理職員特別勤務手当支給額 

勤務時

間管理

員の確認 ６ 時 間 以 下 ６時間を超える 

      

      

      

      

      

      

      

備考：勤務時間管理員の確認欄には、当該者の姓を記載する。 



6
0
H

前
+
5
0

(
1
0
0
)

+
2
5

(
1
2
5
)

+
1
5

(
1
3
5
)

+
5
0

(
1
2
5
)

+
2
5

(
1
5
0
)

+
1
5

(
1
6
0
)

+
5
0

+
2
5

+
1
5

時
　

 
分

か
ら

時
　

 
分

ま
で

時
　

 
分

か
ら

時
　

 
分

ま
で

時
　

 
分

か
ら

時
　

 
分

ま
で

時
　

 
分

か
ら

時
　

 
分

ま
で

時
　

 
分

か
ら

時
　

 
分

ま
で

時
　

 
分

か
ら

時
　

 
分

ま
で

時
　

 
分

か
ら

時
　

 
分

ま
で

時
　

 
分

か
ら

時
　

 
分

ま
で

時
　

 
分

か
ら

時
　

 
分

ま
で

時
　

 
分

か
ら

時
　

 
分

ま
で

時
　

 
分

か
ら

時
　

 
分

ま
で

時
　

 
分

か
ら

時
　

 
分

ま
で

備
考
：
実
績
時
間
欄
に
は
、
時
間
数
を
、
勤
務
の
内
容
欄
に
は
、
命
ぜ
ら
れ
た
業
務
内
容
を
具
体
的
に
記
載
す
る
。

　
　
　
監
督
者
の
確
認
欄
及
び
勤
務
時
間
管
理
員
の
確
認
欄
に
は
、
当
該
者
の
姓
を
記
載
す
る
。

超
　
　
過
　
　
勤
　
　
務
　
　
等
　
　
命
　
　
令
　
　
簿

年
　
　
月

所
属
　

俸
給
表

氏
名
　

　

日 　 　 付

監 督 者 の 確 認

勤 務 時 間

管 理 員 の 確 認

命
令
時
間

実
　
　
績
　
　
時
　
　
間

1
6
0

1
7
5

累 計

宿 日 直 勤 務

備
考

夜 間 勤 務

休 日 勤 務

超
　
　
過
　
　
勤
　
　
務

超
勤
代
休
時
間
の
勤
務

1
0
0

1
2
5

1
3
5

1
5
0

勤
務
の
内
容

    
別
記
様
式
第
４

 



別記様式第５ 

 

特 殊 勤 務 手 当 実 績 整 理 簿 

 

手当の名称 手当 所 属       年   月分 

氏   名       

従 
 

事 
 

し 
 

た 
 

日 
 

及 
 

び 
 

職 
 

務 
 

内 
 

容 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

31             

単   価             

作業日数等             

支 給 額       

 
 
                    勤務時間管理員          

備考： 職務内容欄には、点線の左部分に従事した日を○印で記載し、右部分に職務 

   内容を簡潔に記載する。 



所
　
属
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

管
理
職
員

超
過
勤
務
手
当
額
等
(
Ｂ
)

 
 
 
宿
日
直
手
当
(
Ｃ
)

 
特
殊
勤
務
手
当
(
Ｄ
)

級
・

特
別
勤
務

１
２
５

１
５
０

１
３
５

１
６
０

　
２
５

種
類

号
俸

手
当
の
額

１
０
０

１
０
０

１
０
０

１
０
０

１
０
０

(
Ａ
)

時 数
単
価

時 数
単
価

時 数
単
価

時 数
単
価

時 数
単
価

回 数
単
 
価

回 数
単
 
価

合
 
計

上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

年
　
　
月
　
　
日

　
　
勤
務
時
間
管
理
員

　

備
考
：
休
養
日
等
と
は
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
を
い
う
。

休
養
日
等

金
額

単
価

金
 
額

通
勤
距

離 の
区
分

回 数
単
価

金
額

日
数

又
は

回
数

諸
手
当
計
算
書
（
　
　
年
　
　
月
分
）

氏
 
　
 
 
名

夜
間
看
護
手
当
の
加
算
額
(
Ｅ
)

(
A
+
B
+
C

+
D
+
E
)

金
額

平
　
日

    
別
記
様
式
第
６

 



別記様式第７ 

  

 

休  日 夜  間

勤  務 勤  務 減  額 特  殊

　 時間数 時間数 備　　　考

125 150 135 160 175 135 25 時間数 勤　務
100 100 100 100 100 100 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

   

   

     

  合     計

この給与期間における加給減額の記録が正確且つ適法であることを証明します。

　　　年　　月　　日

　

　

備考：管理職員特別勤務回数は、管理職員特別勤務の実働時間が１回につき６時間を越えるものに
      ついては(　)内に記入し外数とする。

監 督 者

勤務時間管理員

勤　　務　　時　　間　　報　　告　　書

 所       属 給与期間 自　　　　年　　月　　日、至　　　　年　　月　　日

番

号

氏　　　名

管
理
職
員
特
別
勤
務

 宿 日 直 勤
 務 回 数超 過 勤 務 時 間 数

平　日
休 養
日 等

 



別記様式第８ 

 

非常勤隊員勤務時間（日数）報告書 

 

                             年  月  日 自 
                     月分 
                             年  月  日 至 
 

整理 

番号 
氏    名 

時数 

(日数) 
単 価 金 額 備    考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  上記のとおり相違ありません。 

       年  月  日 

 

              監  督  者             

              勤務時間管理員             

 

 

 

 

 


